
鹿児島市図書館用雑誌購入仕様書 

 

１ 件名 

  令和８年度鹿児島市図書館用雑誌購入 

 

２ 納品場所 

ア 鹿児島市鴨池二丁目３１番１８号 

鹿児島市立図書館 

イ 鹿児島市千日町１番１号 

鹿児島市立天文館図書館 

 

３ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

   

４ 納入対象雑誌     

別紙１「令和８年度鹿児島市立図書館用購入雑誌一覧」及び別紙２「令和８年度鹿児島市

立天文館図書館用購入雑誌一覧」記載雑誌で、令和８年４月１日から令和９年３月３１日ま

での間に、鹿児島市地区で店頭発売となる定期発行分とする。 

ただし、鹿児島市立図書館（以下「図書館」という。）は指示により、その内訳を適宜変更

できるものとする。 

 

５ 納入雑誌代金 

  納入した雑誌の本体価格（消費税及び地方消費税相当額を含まない金額）に値引率を引い

た率を乗じ、１００分の１０を加算した額（円未満切捨て）とする。 

 

６ 契約保証金 

  年間購入予定額の１０パーセント以上とする。（ただし、鹿児島市契約規則第２６条第３号

に該当する場合は免除とする。） 

 

７ 代金の請求・支払い 

  受託業者は、前月分の納入実績報告を翌月１０日までに図書館に提出するものとする。 

  図書館は、請求書を受理した日から３０日以内に代金を受託業者に支払うものとする。 

 

８ 納入方法・検査 

  雑誌発刊後すみやかに図書館に納入するものとする。 



 納入にあたっては、図書館は、受託業者の立ち会いの下、誌名・巻号名・定価等について

読み合わせを行い、図書館の検査を経た後、引き渡すものとする。 

 ただし、納入された鹿児島市立図書館用雑誌、鹿児島市立天文館図書館用雑誌が、契約内

容に違反し、又は不適当であるときは、引渡し後 1 年以内は、図書館は受託業者に対し、受

託業者の費用で交換し、又は返品することを命ずることができる。 

 なお、雑誌の付録のうち、図書館が不要と判断したものについては、受託業者が持ち帰り

処分するものとする。 

 

９ 疑義の決定 

本仕様書で定めのない事項及びその他疑義が生じた時は、両者協議のうえ定めるものとす

る。 
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